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第１２１回淡路市議会定例会提出議案の概要説明書 
  
１ 条例制定    ６件 

 (１) 新規条例   １件 

議案等番号 件           名 所 管 課 

議案第３３号 ○ 地方自治法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の

整備に関する条例制定の件 

 

 「地方自治法の一部を改正する法律」（令和６年法律第６５号）

及び「地方自治法施行令等の一部を改正する政令」（令和７年政令

第２３７号）が公布され、一部の規定を除いて、令和８年９月２４

日から施行する。 

 この改正法令により、市長が定める特定歳入等に係る特定収納事

務に関する事項が追加されることに伴い、引用する条項が繰り下が

るため、関係する条例に関し所要の措置を講じる。 

 

１ 第１条による改正（監査委員条例の一部改正） 

  職員の賠償責任に関する事項を引用する条項の整理 

２ 第２条による改正（下水道事業の設置等に関する条例の一部改

正） 

  職員の賠償責任に関する事項を引用する条項の整理 

３ 第３条による改正（市長等の損害賠償責任の一部の免責に関す

る条例の一部改正） 

 (１) 職員の賠償責任に関する事項及び普通地方公共団体の長

等の損害賠償責任の一部免責に関する事項を引用する条項の

整理 

 (２) 普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責の基

準等に関する事項を引用する条項の整理 

 

 ※ 施行期日 令和８年９月２４日 

総 務 課 

 

 (２) 改正条例   ４件 

議案等番号 件           名 所 管 課 

議案第３４号 ○ 淡路市消防団員等公務災害補償条例（平成１７年淡路市条例

第２２０号）の一部を改正する条例制定の件 
 

 「非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を

改正する政令」（令和８年政令第１７９号）が令和８年５月２７日

に公布、施行する。 

この改正令により、非常勤消防団員等が公務等により死亡した場

合における葬祭補償の額が引き上がることに伴い、所要の措置を講

じる。 

葬祭補償額（定額部分）３３０，０００円に引上げ（＋１５，０

００円） 

 

 ※ 施行期日等 公布の日からとし、葬祭補償の支給等に関する  

  事項について、必要な経過措置を設ける。 

消防防災課 
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議案第３５号 ○ 淡路市印鑑条例（平成１７年淡路市条例第１７号）の一部を改

正する条例制定の件 

 

 「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律」（令和６

年法律第５９号）が令和６年６月２１日に公布され、令和８年６月

１４日から施行する。また、「電気通信事業法及び日本電信電話株

式会社等に関する法律の一部を改正する法律」（令和７年法律第４

６号）が令和７年５月２８日に公布され、令和８年５月２７日に施

行する。 

これらの改正法により、希望する在留外国人に、在留カード又は特

別永住者証明書と個人番号カードを一体化したカードが交付され

ることに伴い、当該カード等を利用して多機能端末機において印

鑑登録証明書の交付を可能とするとともに、「電気通信事業法」

（昭和５９年法律第８６号）における移動端末設備の定義を引用

する条項が繰り下がるため、所要の措置を講じる。 

 

 ※ 施行期日 公布の日 

市民総務課 

議案第３６号 ○ 淡路市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

（令和８年淡路市条例第７号）の一部を改正する条例制定の件 
 

 令和７年の老齢基礎年金の満額支給額が、「８２万６，４６４円」

となることに伴い、自立支援医療制度、後期高齢者医療制度及び介

護保険制度の基準を準用する県の福祉医療費制度における、高齢期

移行者の所得要件並びに重度障害者、高齢重度障害者及び母子家庭

等の低所得判定の基準が「８２万６,５００円」に見直される。 

 また、「地方税法等の一部を改正する法律」（令和８年法律第２号）

が令和８年３月３１日に公布され、一部の規定を除いて、同年４月

１日から施行し、「所得割の額」に関する規定が改正している。 

 これらのことから、必要な規定を整備することについて、所要の

措置を講じる。 

基準額の改正 

 「８０万９，０００円」から「８２万６，５００円」に引上げ 

 

 ※ 施行期日 公布の日 

福祉総務課 

 

議案第３７号 〇 淡路市体育センターの設置及び管理に関する条例（平成１７年

淡路市条例第２５０号）及び淡路市立学校施設使用料条例（平成

２０年淡路市条例第５号）の一部を改正する条例制定の件 
 

一宮体育センター及び市立中学校体育館に空調設備を設置する

ことに伴い、冷暖房設備を使用する場合の使用料について、新たに

規定を整備する。 

また、武道場を使用する場合の使用料及び冷暖房設備についても

新たに規定を整備することに伴い、所要の措置を講じる。 
 

１ 第１条による改正（体育センターの設置及び管理に関する条例

の一部改正） 

 一宮体育センター               (単位 円) 

スポーツ推進課 

教育総務課 
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区分 単位 冷暖房設備使用料 

半面 
市民 

１時間 

１，０００ 

市民外 １，０００ 

全面 
市民 ２，０００ 

市民外 ２，０００ 

武道場 
市民 ３００ 

市民外 ３００ 

 

２ 第２条による改正（学校施設使用料条例の一部改正） 

 体育館の冷暖房設備使用料           (単位 円) 

区分 単位 
使用料 

全面 半面 

津名中学校 

１時間 1，０００ ５００ 
岩屋中学校 

北淡中学校 

東浦中学校 

 武道場の使用料及び冷暖房設備使用料      (単位 円） 

区分 単位 使用料 冷暖房設備使用料 

津名中学校 
１時間 １５０ ３００ 

北淡中学校 

 

 ※ 施行期日 公布の日から起算して６か月を超えない範囲内に

おいて教育委員会規則で定める日 

 

 (３) 廃止条例   １件 

議案等番号 件           名 所 管 課 

議案第３８号 ○ 淡路市津名農林業近代化施設花き温室団地の設置及び管理に

関する条例（平成１７年淡路市条例第１７５号）を廃止する条例

制定の件 

 

 本施設は、本市の農業振興に大きく寄与してきたが、整備から３

０年以上が経過し、将来的な施設更新等を踏まえ関係団体と協議し

た結果、経営の多角化や国・県等の農業支援補助金を活用した抜本

的な施設更新等を機動的に行うことが、将来の花き生産農家の活性

化につながることから、長年にわたり本市の花卉生産を支え、自立

的な運営能力を有する利用者で組織する団体に本施設を現状有姿

で譲渡することに伴い、本件条例を廃止する。 

 

 ※ 施行期日 公布の日 

農林水産課 

 

２ 事件決議    ５件 

議案等番号 件           名 所管課 

議案第３９号 ○ 財産の取得の件（消防ポンプ自動車） 
 

 更新計画に基づき、おおむね２０年を経過した車両を対象として

更新を行い、消防力の強化を図る。 
 

消防防災課 
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１ 取得方法   指名競争入札 

２ 取得金額   ２９，８８２，２０４円 

３ 契約の相手方 (株)藤井ポンプ製作所  

代表取締役 横田 浩之 

４ 財産の概要 

 (１) 車  名  エルフ（いすゞ自動車(株)） 

 (２) 車  型  貨物自動車 

 (３) 台  数  １台 

 (４) 乗車定員  １０人 

５ 履行期限   契約締結日～令和９年３月１９日 

６ 配備場所   岩屋地区 第１分団 

議案第４０号 ○ 財産の無償譲渡の件（津名農林業近代化施設花き温室団地） 

 

 議案第３８号により条例を廃止し、長年にわたり本市の花き生産

を支え、自立的な運営能力を有する利用者で組織する団体に本施設

を現状有姿にて無償譲渡する。 

施設の名称及び所在地 構造及び床面積

（㎡） 

無償譲渡する相手方の名称及び

所在地 

津名西側花き温室団地 

兵庫県淡路市中田３３０

１番地１２筆 

兵庫県淡路市大町畑９３

１番地４筆 

鉄骨造ガラス板

ぶき平家建 

９，２２３．２㎡

（１３棟） 西側花き生産組合 代表 高

瀬 博 

兵庫県淡路市中田３３０９番地

２ 

津名西側津名園芸花き温

室団地 

兵庫県淡路市中田３００

８番地の１他１９筆 

兵庫県淡路市大町畑１９

４番地他１５筆 

鉄骨造ガラス板

ぶき平家建 

１９，３３８㎡

（２７棟） 

津名近江ヶ原・畦ヶ内花

き温室団地 

兵庫県淡路市佐野２７９

７番地他９筆 

兵庫県淡路市生穂１９５

１番地他９筆 

鉄骨造ガラス板

ぶき平家建 

６，０９０.５３

㎡（２１棟） 

近江ヶ原・畦ヶ内花き温室団地

組合 代表 畔本
あぜもと

 龍 三
りゅうぞう

 

兵庫県淡路市佐野２７１０番地 

 

農林水産課 

議案第４１号 ○ 淡路市立サンシャインホール舞台照明設備改修工事請負契約

締結の件 
 

 施設の照明設備の老朽化に伴い、舞台照明等の改修工事を実施

する。 
 

１ 契約方法    制限付一般競争入札 

２ 契約額     １８０，４００，０００円 

３ 契約の相手方  (株)国益電業社  

          代表取締役 向山 和義 

４ 工事概要    電気設備工事  一式 

社会教育課 
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５ 履行期限    契約締結日～令和９年３月２５日 

議案第４２号 ○ 財産の取得の件（教育用タブレット端末等） 
 

 新たに小学４年生となる児童を対象とした、中学３年生まで使用

するタブレット端末（３２５台）及び小学３年生用タブレット端末

（２９５台）並びにタブレット周辺機器（各６２０台分）を取得す

る。 
 

１ 取得方法    随意契約 

２ 取得金額    ３６，４８７，０００円 

３ 契約の相手方  日本電通(株)神戸支店 

 支店長 辻田 康
やす

秀
ひで

 

４ 財産の概要 

 (１) タブレット端末 

   ｉＰａｄ Ｗｉ－Ｆｉ  １２８ＧＢ   ６２０台 

 (２) ハードウェアキーボード        ６２０台 

 (３) 端末管理機能ライセンス        ６２０台 

 (４) タッチペン              ６２０本 

 (５) 保護フィルム             ６２０個 

５ 履行期限   契約締結日～令和８年８月２８日 

学校教育課 

議案第４３号 ○ 財産の取得の件（給食用食器及びトレイ） 
 

 市内の小中学校において使用している給食用食器及びトレイに

ついて、児童生徒の給食環境の充実及び衛生環境の向上を図り、児

童生徒に安全安心な給食を提供するため、新たに取得する。 
 

１ 取得方法    指名競争入札 

２ 取得金額    ２４，０６２，５００円 

３ 契約の相手方  (株)中西製作所 神戸営業所 

 所長 竹内 恭一
たかかず

 

４ 財産の概要 

 (１) 食器（汁椀（小学校用）、汁椀（中学校用）、飯椀、菜皿、

深皿）                各 ３，５００枚 

 (２) トレイ                ３，５００枚 

５ 履行期限   契約締結日～令和９年１月３１日 

学校教育課 

 

３ 専決承認    ２件 

議案等番号 件           名 所管課 

承認第 ２号 ○ 淡路市税条例（平成１７年淡路市条例第９１号）の一部を改正

する条例制定の専決処分をしたものにつき承認を求める件 
 

 「地方税法等の一部を改正する法律」（令和８年法律第２号）そ

の他関係する政令及び省令が、令和８年３月３１日に公布され、一

部の規定を除いて、同年４月１日から施行することに伴い、この法

令等の改正との整合性を保つ必要が生じたことから、所要の措置を

講じる。 

税 務 課 
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１ 市民税に関する事項 

 (１) 特定大口株主配当等の特定配当等への追加に伴う、所得割

に係る規定の整備 

 (２) 肉用牛の売却による事業所得及び優良住宅地の造成等の長

期譲渡所得に係る市民税の特例規定の延長 

２ 固定資産税に関する事項 

 (１) わがまち特例について、改修特別特定建築物に係る課税標

準の特例措置の整備及び法律の改正に伴う、引用する法律の条

項の整理 

３ 軽自動車税に関する事項 

 (１) 軽自動車税環境性能割の廃止に伴う規定の整備 
 

 ※ この条例の施行日は、令和８年４月１日からとし、固定資産

税及び軽自動車税に係る必要な経過措置を設ける。 

承認第 ３号 ○ 淡路市国民健康保険税条例（平成１７年淡路市条例第１４５

号）等の一部を改正する条例制定の専決処分をしたものにつき承

認を求める件 
 

 承認第２号と同様に、法令等の改正との整合性を保つ必要が生じ

たことから、所要の措置を講じる。 
 

１ 国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を「６６万円」

から「６７万円」に引上げ 

２ 子ども・子育て支援納付金課税額に係る課税限度額を３万円に 

３ ５割軽減の所得判定基準について、被保険者数に乗ずる金額を

「３０万５千円」から「３１万円」に、２割軽減の所得判定基準

について、被保険者数に乗ずる金額を「５６万円」から「５７万

円」にそれぞれ軽減の拡充 
 

 ※ この条例の施行日は、令和８年４月１日からとし、国民健康

保険税に係る必要な経過措置を設ける。 

税 務 課 

 

４ 予  算    ２件 

 (１) 補正予算   ２件 

議案等番号 件           名 所管課 

議案第４４号 ○ 令和８年度淡路市一般会計補正予算（第１号） 

 

 補正額          ６，６６０万円余 

 補正後の予算額  ３９７億７，８６０万円余 

 債務負担行為補正        追加１件 

 地方債補正           変更１件 

財 政 課 

議案第４５号 ○ 令和８年度淡路市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 

（サービス事業勘定） 

 補正額            ２４０万円余 

 補正後の予算額      ５，７６０万円余 

長寿介護課 
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５ 諮  問    １件 

議案等番号 件           名 所管課 

諮問第 ２号 ○ 人権擁護委員候補者の推薦に関する件 

 

 友川照美委員の辞任（令和６年７月１日から令和７年１１月３０

日まで）による後任委員候補者の推薦 

 ※ 後任委員の任期は、令和８年９月１日から令和１１年８月３

１日までの３年間 

市民交流・人

権 課 

 

６ 同  意   ２５件 

議案等番号 件           名 所管課 

同意第 １号 ○ 淡路市教育委員会の委員の任命につき同意を求める件 

 

 田中道代委員の任期満了（令和４年６月１８日から令和８年６月

１７日まで）による後任委員の任命同意 

 ※ 後任委員の任期 ４年間 

令和８年６月１８日～令和１２年６月１７日 

総 務 課 

同意第 ２号 ○ 淡路市固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求め

る件 

  

 石坂文人委員、岡公代委員、壽谷幸司委員、東根正二委員及び山

口昌志委員の任期満了（令和５年６月１７日～令和８年６月１６日）

による後任委員の選任同意 

 ※ 後任委員の任期 ３年間 

   令和８年６月１７日～令和１１年６月１６日 

総 務 課 

 同意第 ３号 

同意第 ４号 

同意第 ５号 

同意第 ６号 

同意第 ７号 ○ 淡路市農業委員会の委員の任命につき同意を求める件 

 

 村田雅彦委員、稲家茂委員、平岡正彦委員、潤井健一委員、土井

五郎委員、松廣眞一郎委員、木戸喜一郎委員、原田武委員、古井秀

和委員、芦谷佳展委員、赤松武志委員、土井清委員、児島良和委員、

西山義徳委員、藤高章伸委員、藤里好伸委員、安賀正明委員、猪坂

好弘委員及び日指幸雄委員の任期満了（令和５年８月１日～令和８

年７月３１日）による後任委員の任命同意 

 

 ※ 後任委員の任期 ３年間 

   令和８年８月１日～令和１１年７月３１日 

総 務 課 

同意第 ８号 

同意第 ９号 

同意第１０号 

同意第１１号 

同意第１２号 

同意第１３号 

同意第１４号 

同意第１５号 

同意第１６号 

同意第１７号 

同意第１８号 

同意第１９号 

同意第２０号 

同意第２１号 

同意第２２号 

同意第２３号 

同意第２４号 

同意第２５号 
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７ 報  告    ４件 

議案等番号 件           名 所管課 

報告第 ３号 ○ 令和７年度淡路市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につい

て 

財 政 課 

報告第 ４号 ○ 令和７年度淡路市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告につい

て 

財 政 課 

報告第 ５号 ○ 令和７年度淡路市国民健康保険特別会計繰越明許費繰越計算書

の報告について 

福祉総務課 

報告第 ６号 ○ 令和７年度淡路市下水道事業会計予算繰越計算書の報告につい

て 

下 水 道 課 

 


